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『近畿大学教育論叢』編集発行内規

第１条　�近畿大学教育論叢（以下「本誌」という）は、教職教育部が年１回以上発行する。

第２条　本誌の編集、発行の任にあたるため編集委員会を置く。

２．編集委員会は、委員長１名、委員若干名をもって構成する。

３．委員長、委員は、教職教育部教授会の承認を経て、教職教育部長が委嘱する。

第３条　�投稿者（執筆者）は、原則として本学園教職員に限る。但し、編集委員会の議を経て

教職教育部長により投稿を認められた者はこの限りではない。

２．投稿者は、別に定める「投稿要領」に従って、原稿を作成することとする。

第４条　原稿の校閲および採否の決定は、編集委員会が行う。

２．編集委員会は、投稿原稿の本誌掲載の採否を判断するため、審査を行う。

３．�編集委員会は、投稿者に対し、上記審査に基づき、内容の修正等を求めることができ

る。

第５条　�編集発行内規の改正に関しては、編集委員会の議を経て、教職教育部教授会で決定す

る。

第６条　当該原稿の著作権は、著作者および共著者に帰属する。

２．�著作者および共著者は、当該原稿に係わる複製権、公衆送信権及び譲渡権の許諾を近

畿大学に与えるものとする。

３．�近畿大学が当該原稿の電子化・公開を委託する機関に対して、公衆送信権および複製

権の許諾を与えるものとする。

附　則

この内規は、平成24年４月１日から施行する。



『近畿大学教育論叢』

（The Research Journal of the Teacher Education Department, Kindai University）

投稿要領

１．原稿は未発表のものに限る。投稿の区分は、原著論文、研究報告、書評、その他とする。

⑴�　原著論文は、理論的または実証的な独創性のある研究、および独創的または有効性の

ある教育実践研究、教材・教具・教育システム等の開発研究とし、論文として完結した

体裁を整えているものとする。

⑵　研究報告は、教育を扱う研究論文に準じたものとする。

⑶　書評は、教育に関する図書の紹介や批評とする。

⑷　その他、編集委員会が認めた区分を適宜設けることができる。

２．投稿数は、号ごとに 1本までとする。同じ号に複数の投稿は認めない。

３．原稿は原則として、ワープロを使用して作成、提出するものとする。

４�．原稿締め切り時に、原稿のコピー 2部と投稿票兼宣誓書 1部を提出する。校閲後、掲載が

決定した論文については、原稿コピー 1部と、訂正したデータをメールで編集委員会に提出

する。

５．原稿には表紙を付し、次の事項を記入する。

⑴　表題（含む副題）　⑵　表題の英文（含む副題）　⑶　氏名、所属、職名

⑷　連絡先（教職教育部の専任以外の投稿者の場合、メールアドレスを含む）

⑸　別刷りの必要部数（規定部数を 50 部とし、それを超える分は自己負担とする）

⑹　キーワード（5個以内）

６．�原著論文の場合、用紙は A4 判を用い、原則として横書きで原稿を作成する。40 字× 30

行の書式で、原則 30 枚以内（表紙、本文、文献、図、表を含む）とする。研究報告 10 枚

以内、書評・その他 3枚以内とし、原著論文と同様の書式で作成する。

英文の原著論文の場合は、原則として APA に準拠し、10,000 語以内とする。提出に際し

ては、専門家の英文校閲を経たことを証明する書類を添付する。

７．本文中で、活字の大きさ、書体を変える場合は、具体的に指示する。

８．表、図、写真などは、刷り上がりの大きさを指定し、具体的に指示する。

９．その他原稿の投稿に関しては、編集委員会で協議する。



10．投稿原稿の執筆は、次の通りに行う。

⑴�　英文の題名、副題、著書名については、すべての単語（前置詞および、冠詞 the など

を除く）の最初を大文字にする。

⑵　英文論文題名の副題は、コロン（：）で分ける。

⑶　和文の句読点は、（、）（。）を用いる。文献では、コンマ、ピリオドを認める。

⑷�　図は、Figure1、Figure2�あるいは、図 1、図 2とし、表は、Table1、Table2�あるいは、

表 1、表 2のように通し番号をつけ、論文内で統一された表記を使用する。

⑸　必要に応じて大見出し、中見出し、小見出しを用い、その表記は次のようにする。

大見出し　⒈　⒉……

中見出し　(1)、(2)……

小見出し　①、②……

⑹�　引用文献・資料は、以下のように記述する。なお注について文献を示すことも可能と

する。

著者名、発行年、題名、出版社、引用ページ数（頁、ページ、pなど）

著者名、発行年、論文名、雑誌名、ページ

11．�人及び人に関する情報やデータまたは人由来試料を対象とした論文の投稿については、所

属部署や関係学会または教職教育部の研究倫理委員会等において審査を経たものに限る。

令和 6年 4月 1日改訂



編　集　後　記

教育論叢にご投稿いただいた、あるいはいただく原稿はいずれも「教育」を主軸にし、理論

的あるいは実践的な観点から「今を生きる人々」を鮮やかに、そして温かいまなざしで描かれ

ております。ご投稿いただいた論文を読ませていただく中で、あらためて「教育とはなんだろ

うか」と考えたとき、人は生まれ、多くの人々によって育てられ、そして今度は多くの人々を

育てるという存在になっていくための、「道しるべ」ともいえるかもしれないと思います。

人は育てられたように人を育てるといいますが、そう考えると、教育が担う責任や役割は大

きなものであることは確かです。複雑で多様な現代において、子どもたちの未来に苦しいこと

があったとしてもそれを乗り越え、どうか輝かしいものでありますようにと願いながら、今後

とも子どもたちを支えるための「教育の新しい視点」を発信していけるようにつとめたいと考

えています。

なお、教育論叢の執筆要綱が令和 6年 4月 1日より改訂いたしますので、ご確認の上、ご投

稿いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

近畿大学教育論叢編集委員会

山本　智子、下村　隆之、光田　尚美、椎名　健人

	 近	畿	大	学	教	育	論	叢	　　　第35巻第２号

令和	６年	３	月		20日			印　刷

令和	６年	３	月		20日			刊　行

									　　近畿大学教職教育部長
発行人

堀　　　　緑

発行所　		近 畿 大 学 教 職 教 育 部
　　　　　　　　　　　　　　　	577-8502

　　　　　　	　　　　　　　　　　　	東大阪市小若江 3 丁目 4 番 1 号





【参考】教職教育部 研究倫理審査の申請の流れ 

 
1．． 以下の手続きに従って、研究倫理申請を行うかどうかの判断をします。  

 
(１) あなたが計画している研究は人および人に関する情報やデータまたは人由来試料を対象とする

ものですか？ 
   ＮＯ  → 審査は不要です。 
   ＹＥＳ  →  (2)へ 

 
(2)あなたの研究は以下のすべての条件を満たしていますか？ 
 ① 個人情報を取り扱わない（無記名調査等である）。 
 ② データ収集の研究と直接関係のない他の機関や会社等（例，調査会社など）に 
    依頼していない。 
 ③ 研究結果あるいは対象者保護に影響を及ぼす経済的利益関係がない。 
 ④ 映像，音声のデータを収集していない。 
 ⑤ 社会的弱者になりやすい特徴を有する集団（例，いじめられたことのある者， 
    不登校児，障害者やその家族，精神疾患を有する者，など）を対象としていない。 
 ⑥質問紙調査，実験提示刺激等において，すべての質問内容や項目に，社会的 
   生活で経験したり，日常会話の内容に出てきたりする範囲を超えているもの 
   （例，いじめられた経験があるか，最近の性欲はどうか，死にたいと思ったことが 
   あるか，など）が含まれていない。 
 ⑦ ディセプションの手続き（研究目的等の虚偽の説明を用いる手続き）が含まれて 
  いない。 
   ＮＯ  → 申請が必要です。      →  (3)へ 
   ＹＥＳ  →  審査は不要です。 

 

(3)研究実施許可申請書・研究計画書作成 
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